
分任契約担当官
自衛隊旭川地方協力本部長
　　　　　　　松坂　　仁志
              （ 公 印 省 略 ）

１　本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続きが必要です。

２　本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格
　の見積書を申し込みをした者を契約の相手方とします。

３　件名リスト

1
第１回フォークリフト運

転者 現地 8.5.11～8.5.15 8.4.17
8.4.17
1300

8.4.17
1400

2 第１回大型自動車第２種 現地 8.5.20～8.7.2 8.4.17
8.4.17
1300

8.4.17
1400

3
第１回大型特殊自動車限

定解除 現地 8.5.20～8.5.28 8.4.17
8.4.17
1300

8.4.17
1400

4
第２回大型特殊自動車限

定解除 現地 8.6.3～8.6.12 8.4.17
8.4.17
1300

8.4.17
1400

5
第３回大型特殊自動車限

定解除 現地 8..6.17～8.6.25 8.4.17
8.4.17
1300

8.4.17
1400

6
第２回フォークリフト運

転者 現地 8.5.25～8.5.28 8.4.17
8.4.17
1300

8.4.17
1400

7
第４回大型特殊自動車限

定解除 現地 8.6.30～8.7.9 8.4.17
8.4.17
1300

8.4.17
1400

４　仕様書（内訳書）の交付場所、契約条項を示す場所、問合せ先及び提出先
　　〒０７０－０９０２
　　北海道旭川市春光町無番地
　　自衛隊旭川地方協力本部　総務課（担当：神田）
　　　ＴＥＬ・ＦＡＸ：０１６６－５１－６０６０

備考

令和8年4月13日

旭川地方協力本部におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

一連
番号

件　　　　　　名 納入(履行)場所
納期

(履行期限)
見積依頼書

公表日
見積書
提出期限

見積合わせの
日時

防衛省競争
参加資格



件名リスト一連番号 1

　　　　　　　　　　　　　　　　（消費税及び地方消費税を含まない。）

品　　名 規　　格 単位
予定数
量

単　価 金　額

第１回フォークリフト運
転者

仕様書のとおり PS 15

以下余白

合　　計

納入（履行）
場　所

現地

　　令和　　年　　月　　　日

分任契約担当官

自衛隊旭川地方協力本部長

　　　　　　松坂　　　仁志

住　　所　

会 社 名　

代表者名　

見　　積　　書

　　見積金額￥　

納　　　期
（履行期限）

8.5.11～8.5.15

　上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等
を承諾のうえ入札見積りいたします。また、当社は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項
について誓約いたします。



３　本仕様書に定めがない事項、又は本仕様書に疑義が生じた場合には、協議の上、

　決定するものとする。

１１時間コース
（１１Ｈ）

大型特殊自動車運転免許（限定無し）保有者 ７名

　　エ　訓練使用資材等

　　　　本講習に使用する必要資材は請負者が準備、負担するものとする。

３５時間コース
（３５Ｈ）

標準コース １名

３１時間コース
（３１Ｈ）

自動車運転免許（大型特殊（カタピラ限定）、
７名

大型、中型、準中型、普通）のいずれか保有

　　ア　フォークリフト運転　学科講習

　　イ　フォークリフト運転　実技講習

　　ウ　受講コース区分

受講コース 受　講　条　件 人員数

　　する。

 (3)　講習場所

　　　旭川駐屯地内

 (4)　受講人員数

　　　１５名

 (5)　受講内容等

　　定年退職予定自衛官を対象として、フォークリフト運転者の資格を取得するた

　めに必要な技能講習を実施する。

 (1)　講習期間

　　　令和８年５月１１日（月）から同年５月１５日（金）

 (2)　講習時間

　　　午前８時００分から１２時００分、午後１時００分から５時００分を基準と

１　適用範囲

　　この仕様書は、自衛隊旭川地方協力本部（旭川駐屯地）で実施する部外技能訓

　練（第１回フォークリフト運転者技能講習）について規定する。

２　実施要領

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書

部外技能訓練
（第１回フォークリフト運転者）

仕　様　書　番　号

作　　　成 令和８年　４月　６日

変　　　更 　　　年　　月　　日

作成部隊名 自衛隊旭川地方協力本部



件名リスト一連番号 2

　　　　　　　　　　　　　　　　（消費税及び地方消費税を含まない。）

品　　名 規　　格 単位
予定数
量

単　価 金　額

第１回大型自動車第２種 仕様書のとおり PS 6

以下余白

合　　計

納入（履行）
場　所

現地

　　令和　　年　　月　　　日

分任契約担当官

自衛隊旭川地方協力本部長

　　　　　　松坂　　　仁志

住　　所　

会 社 名　

代表者名　

見　　積　　書

　　見積金額￥　

納　　　期
（履行期限）

8.5.20～8.7.2

　上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等
を承諾のうえ入札見積りいたします。また、当社は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項
について誓約いたします。



６　本仕様書に定めがない事項、又は本仕様書に疑義が生じた場合には、協議の上、
　決定するものとする。

　　（車両移動により６０分以内で移動可能な場所とする。）

５　提出書類
　　官側と契約を締結した相手方は、教習開始前に教習のカリキュラムを官側に提
　出すること。

 (3)　技能補習料金及び補習に係る検定料についても、前記金額のほかに別途費用
　　が発生しないものとする。
 (4)　事故等のため、受講人員が減ずる場合は前記金額より金額を減ずる。

４　管理事項
　　旭川駐屯地と教習所間の送迎実施（講習開始時及び終了時）

３　技能講習費用等
 (1)　大型自動車第２種の免許を取得するために必要な講習費用及び諸経費等を含
　　めた金額とする。
 (2)　教習所が規定する施設維持費、入学金等が前記金額のほかに別途費用が発生
　　しないものとする。

 (3)　講習実施場所
　　　公安委員会指定自動車教習所
 (4)　受講人員数
　　　６名
 (5)　受講資格
　　　大型自動車第１種運転免許を保有し、大型自動車第２種運転免許未保有の者

　　定年退職予定自衛官を対象として、大型自動車第２種の免許を取得するために
　必要な技能講習を実施する。
 (1)　講習期間
　　　令和８年５月２０日（水）から同年７月２日（木）
 (2)　講習時間
　　　午前８時３０分から午後５時００分を基準とする。

１　適用範囲
　　この仕様書は、自衛隊旭川地方協力本部で実施する部外技能訓練（第１回大型
　自動車第２種）について規定する。

２　実施要領

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書

部外技能訓練
（第１回大型自動車第２種）

仕　様　書　番　号

作　　　成 令和８年　４月　６日

変　　　更 　　　年　　月　　日

作成部隊名 自衛隊旭川地方協力本部



件名リスト一連番号 3

　　　　　　　　　　　　　　　　（消費税及び地方消費税を含まない。）

品　　名 規　　格 単位
予定数
量

単　価 金　額

第１回大型特殊自動車限
定解除

仕様書のとおり PS 5

以下余白

合　　計

納入（履行）
場　所

現地

　　令和　　年　　月　　　日

分任契約担当官

自衛隊旭川地方協力本部長

　　　　　　松坂　　　仁志

住　　所　

会 社 名　

代表者名　

見　　積　　書

　　見積金額￥　

納　　　期
（履行期限）

8.5.20～8.5.28

　上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等
を承諾のうえ入札見積りいたします。また、当社は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項
について誓約いたします。



６　本仕様書に定めがない事項、又は本仕様書に疑義が生じた場合には、協議の上、
　決定するものとする。

　　（車両移動により６０分以内で移動可能な場所とする。）

５　提出書類
　　官側と契約を締結した相手方は、教習開始前に教習のカリキュラムを官側に提
　出すること。

 (3)　技能補習料金及び補習に係る検定料についても、前記金額のほかに別途費用
　　は発生しないものとする。
 (4)　事故等のため、受講人員が減ずる場合は前記金額より金額を減ずる。

４　管理事項
　　旭川駐屯地と教習所間の送迎実施（講習開始時及び終了時）

３　技能講習費用等
 (1)　大型特殊自動車限定解除の免許を取得するために必要な講習費用及び諸経費
　　等を含めた単価とする。
 (2)　教習所が規定する施設維持費、入学金等は１時間単価に含むものとし、前記
　　金額のほかに別途費用は発生しないものとする。

 (3)　講習実施場所
　　　公安委員会指定自動車教習所
 (4)　受講人員数
　　　５名
 (5)　受講資格
　　　大型特殊免許（カタピラ車限定）保有者

　　定年退職予定自衛官を対象として、大型特殊自動車限定解除の免許を取得する
　ために必要な技能講習を実施する。
 (1)　講習期間
　　　令和８年５月２０日（水）から同年５月２８日（木）
 (2)　講習時間
　　　午前８時３０分から午後５時００分を基準とする。

１　適用範囲
　　この仕様書は、自衛隊旭川地方協力本部で実施する部外技能訓練（第１回大型
　特殊自動車限定解除）について規定する。

２　実施要領

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書

部外技能訓練
（第１回大型特殊自動車限定解
除）

仕　様　書　番　号

作　　　成 令和８年　４月　６日

変　　　更 　　　年　　月　　日

作成部隊名 自衛隊旭川地方協力本部



件名リスト一連番号 4

　　　　　　　　　　　　　　　　（消費税及び地方消費税を含まない。）

品　　名 規　　格 単位
予定数
量

単　価 金　額

第２回大型特殊自動車限
定解除

仕様書のとおり PS 5

以下余白

合　　計

納入（履行）
場　所

現地

　　令和　　年　　月　　　日

分任契約担当官

自衛隊旭川地方協力本部長

　　　　　　松坂　　　仁志

住　　所　

会 社 名　

代表者名　

見　　積　　書

　　見積金額￥　

納　　　期
（履行期限）

8.6.3～8.6.12

　上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等
を承諾のうえ入札見積りいたします。また、当社は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項
について誓約いたします。



６　本仕様書に定めがない事項、又は本仕様書に疑義が生じた場合には、協議の上、
　決定するものとする。

　　（車両移動により６０分以内で移動可能な場所とする。）

５　提出書類
　　官側と契約を締結した相手方は、教習開始前に教習のカリキュラムを官側に提
　出すること。

 (3)　技能補習料金及び補習に係る検定料についても、前記金額のほかに別途費用
　　は発生しないものとする。
 (4)　事故等のため、受講人員が減ずる場合は前記金額より金額を減ずる。

４　管理事項
　　旭川駐屯地と教習所間の送迎実施（講習開始時及び終了時）

３　技能講習費用等
 (1)　大型特殊自動車限定解除の免許を取得するために必要な講習費用及び諸経費
　　等を含めた単価とする。
 (2)　教習所が規定する施設維持費、入学金等は１時間単価に含むものとし、前記
　　金額のほかに別途費用は発生しないものとする。

 (3)　講習実施場所
　　　公安委員会指定自動車教習所
 (4)　受講人員数
　　　５名
 (5)　受講資格
　　　大型特殊免許（カタピラ車限定）保有者

　　定年退職予定自衛官を対象として、大型特殊自動車限定解除の免許を取得する
　ために必要な技能講習を実施する。
 (1)　講習期間
　　　令和８年６月３日（水）から同年６月１２日（金）
 (2)　講習時間
　　　午前８時３０分から午後５時００分を基準とする。

１　適用範囲
　　この仕様書は、自衛隊旭川地方協力本部で実施する部外技能訓練（第２回大型
　特殊自動車限定解除）について規定する。

２　実施要領

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書

部外技能訓練
（第２回大型特殊自動車限定解
除）

仕　様　書　番　号

作　　　成 令和８年　４月　６日

変　　　更 　　　年　　月　　日

作成部隊名 自衛隊旭川地方協力本部



件名リスト一連番号 5

　　　　　　　　　　　　　　　　（消費税及び地方消費税を含まない。）

品　　名 規　　格 単位
予定数
量

単　価 金　額

第３回大型特殊自動車限
定解除

仕様書のとおり PS 5

以下余白

合　　計

納入（履行）
場　所

現地

　　令和　　年　　月　　　日

分任契約担当官

自衛隊旭川地方協力本部長

　　　　　　松坂　　　仁志

住　　所　

会 社 名　

代表者名　

見　　積　　書

　　見積金額￥　

納　　　期
（履行期限）

8.6.17～8.6.25

　上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等
を承諾のうえ入札見積りいたします。また、当社は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項
について誓約いたします。



６　本仕様書に定めがない事項、又は本仕様書に疑義が生じた場合には、協議の上、
　決定するものとする。

　　（車両移動により６０分以内で移動可能な場所とする。）

５　提出書類
　　官側と契約を締結した相手方は、教習開始前に教習のカリキュラムを官側に提
　出すること。

 (3)　技能補習料金及び補習に係る検定料についても、前記金額のほかに別途費用
　　は発生しないものとする。
 (4)　事故等のため、受講人員が減ずる場合は前記金額より金額を減ずる。

４　管理事項
　　旭川駐屯地と教習所間の送迎実施（講習開始時及び終了時）

３　技能講習費用等
 (1)　大型特殊自動車限定解除の免許を取得するために必要な講習費用及び諸経費
　　等を含めた単価とする。
 (2)　教習所が規定する施設維持費、入学金等は１時間単価に含むものとし、前記
　　金額のほかに別途費用は発生しないものとする。

 (3)　講習実施場所
　　　公安委員会指定自動車教習所
 (4)　受講人員数
　　　５名
 (5)　受講資格
　　　大型特殊免許（カタピラ車限定）保有者

　　定年退職予定自衛官を対象として、大型特殊自動車限定解除の免許を取得する
　ために必要な技能講習を実施する。
 (1)　講習期間
　　　令和８年６月１７日（水）から同年６月２５日（木）
 (2)　講習時間
　　　午前８時３０分から午後５時００分を基準とする。

１　適用範囲
　　この仕様書は、自衛隊旭川地方協力本部で実施する部外技能訓練（第３回大型
　特殊自動車限定解除）について規定する。

２　実施要領

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書

部外技能訓練
（第３回大型特殊自動車限定解
除）

仕　様　書　番　号

作　　　成 令和８年　４月　６日

変　　　更 　　　年　　月　　日

作成部隊名 自衛隊旭川地方協力本部



件名リスト一連番号 6

　　　　　　　　　　　　　　　　（消費税及び地方消費税を含まない。）

品　　名 規　　格 単位
予定数
量

単　価 金　額

第２回フォークリフト運
転者

仕様書のとおり PS 15

以下余白

合　　計

納入（履行）
場　所

現地

　　令和　　年　　月　　　日

分任契約担当官

自衛隊旭川地方協力本部長

　　　　　　松坂　　　仁志

住　　所　

会 社 名　

代表者名　

見　　積　　書

　　見積金額￥　

納　　　期
（履行期限）

8.5.25～8.5.28

　上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等
を承諾のうえ入札見積りいたします。また、当社は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項
について誓約いたします。



　　エ　訓練使用資材等

　　　　本講習に使用する必要資材は請負者が準備、負担するものとする。

３　本仕様書に定めがない事項、又は本仕様書に疑義が生じた場合には、協議の上、

　決定するものとする。

３１時間コース
（３１Ｈ）

自動車運転免許（大型特殊（カタピラ限定）、
６名

大型、中型、準中型、普通）のいずれか保有

１１時間コース
（１１Ｈ）

大型特殊自動車運転免許（限定無し）保有者 ９名

　　ア　フォークリフト運転　学科講習

　　イ　フォークリフト運転　実技講習

　　ウ　受講コース区分

受講コース 受　講　条　件 人員数

　　する。

 (3)　講習場所

　　　旭川駐屯地内

 (4)　受講人員数

　　　１５名

 (5)　受講内容等

　　定年退職予定自衛官を対象として、フォークリフト運転者の資格を取得するた

　めに必要な技能講習を実施する。

 (1)　講習期間

　　　令和８年５月２５日（月）から同年５月２８日（木）

 (2)　講習時間

　　　午前８時００分から１２時００分、午後１時００分から５時００分を基準と

１　適用範囲

　　この仕様書は、自衛隊旭川地方協力本部（旭川駐屯地）で実施する部外技能訓

　練（第２回フォークリフト運転者技能講習）について規定する。

２　実施要領

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書

部外技能訓練
（第２回フォークリフト運転者）

仕　様　書　番　号

作　　　成 令和８年　４月　６日

変　　　更 　　　年　　月　　日

作成部隊名 自衛隊旭川地方協力本部



件名リスト一連番号 7

　　　　　　　　　　　　　　　　（消費税及び地方消費税を含まない。）

品　　名 規　　格 単位
予定数
量

単　価 金　額

第４回大型特殊自動車限
定解除

仕様書のとおり PS 5

以下余白

合　　計

納入（履行）
場　所

現地

　　令和　　年　　月　　　日

分任契約担当官

自衛隊旭川地方協力本部長

　　　　　　松坂　　　仁志

住　　所　

会 社 名　

代表者名　

見　　積　　書

　　見積金額￥　

納　　　期
（履行期限）

8.6.30～8.7.9

　上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等
を承諾のうえ入札見積りいたします。また、当社は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項
について誓約いたします。



６　本仕様書に定めがない事項、又は本仕様書に疑義が生じた場合には、協議の上、
　決定するものとする。

　　（車両移動により６０分以内で移動可能な場所とする。）

５　提出書類
　　官側と契約を締結した相手方は、教習開始前に教習のカリキュラムを官側に提
　出すること。

 (3)　技能補習料金及び補習に係る検定料についても、前記金額のほかに別途費用
　　は発生しないものとする。
 (4)　事故等のため、受講人員が減ずる場合は前記金額より金額を減ずる。

４　管理事項
　　旭川駐屯地と教習所間の送迎実施（講習開始時及び終了時）

３　技能講習費用等
 (1)　大型特殊自動車限定解除の免許を取得するために必要な講習費用及び諸経費
　　等を含めた単価とする。
 (2)　教習所が規定する施設維持費、入学金等は１時間単価に含むものとし、前記
　　金額のほかに別途費用は発生しないものとする。

 (3)　講習実施場所
　　　公安委員会指定自動車教習所
 (4)　受講人員数
　　　５名
 (5)　受講資格
　　　大型特殊免許（カタピラ車限定）保有者

　　定年退職予定自衛官を対象として、大型特殊自動車限定解除の免許を取得する
　ために必要な技能講習を実施する。
 (1)　講習期間
　　　令和８年６月３０日（火）から同年７月９日（木）
 (2)　講習時間
　　　午前８時３０分から午後５時００分を基準とする。

１　適用範囲
　　この仕様書は、自衛隊旭川地方協力本部で実施する部外技能訓練（第４回大型
　特殊自動車限定解除）について規定する。

２　実施要領

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書

部外技能訓練
（第４回大型特殊自動車限定解
除）

仕　様　書　番　号

作　　　成 令和８年　４月　６日

変　　　更 　　　年　　月　　日

作成部隊名 自衛隊旭川地方協力本部


